
1

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定

日
本
国
政
府
及
び
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、

日
本
国
及
び
中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
「
両
締
約
国
」
と
い
う
。
）
の
間
の
友
好
関
係
を
一
層
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
、社

会
保
障
の
分
野
に
お
け
る
相
互
の
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
部

総
則

第
一
条

定
義

１

こ
の
協
定
の
適
用
上
、

「
国
民
」
と
は
、
次
の
者
を
い
う
。

(a)

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
国
籍
に
関
す
る
法
律
に
い
う
日
本
国
民

中
華
人
民
共
和
国
に
つ
い
て
は
、
中
華
人
民
共
和
国
の
国
籍
を
有
す
る
個
人
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「
法
令
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

(b)

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
次
条
１

に
掲
げ
る
日
本
国
の
年
金
制
度
に
関
す
る
日
本
国
の
法
律
及
び
規
則

(b)

中
華
人
民
共
和
国
に
つ
い
て
は
、
次
条
１

に
規
定
す
る
社
会
保
険
制
度
に
関
す
る
法
律
、
行
政
府
及
び
そ
の
部
門
並

(a)

び
に
地
方
の
命
令
及
び
規
則
そ
の
他
の
法
規

「
権
限
の
あ
る
当
局
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

(c)

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
次
条
１

に
掲
げ
る
日
本
国
の
年
金
制
度
を
管
轄
す
る
政
府
機
関

(b)

中
華
人
民
共
和
国
に
つ
い
て
は
、
人
的
資
源
社
会
保
障
部

「
実
施
機
関
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

(d)

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
次
条
１

に
掲
げ
る
日
本
国
の
年
金
制
度
の
実
施
に
責
任
を
有
す
る
保
険
機
関
（
そ
の
連
合
組

(b)

織
を
含
む
。
）

中
華
人
民
共
和
国
に
つ
い
て
は
、
人
的
資
源
社
会
保
障
部
社
会
保
険
管
理
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
人
的
資
源
社
会
保
障
部
が

指
定
す
る
機
関

２

こ
の
協
定
の
適
用
上
、
こ
の
協
定
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
な
い
用
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
の
適
用
さ
れ
る
法
令
に
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お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

こ
の
協
定
が
適
用
さ
れ
る
法
令
の
範
囲

１

こ
の
協
定
は
、

中
華
人
民
共
和
国
に
つ
い
て
は
、
被
用
者
基
本
老
齢
保
険
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(a)

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
次
の
日
本
国
の
年
金
制
度
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
協
定
の
適
用

(b)
上
、
国
民
年
金
に
は
、
老
齢
福
祉
年
金
そ
の
他
の
福
祉
的
目
的
の
た
め
経
過
的
又
は
補
完
的
に
支
給
さ
れ
る
年
金
で
あ
っ

て
、
専
ら
又
は
主
と
し
て
国
庫
を
財
源
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
を
含
め
な
い
。

国
民
年
金
（
国
民
年
金
基
金
を
除
く
。
）

(i)

厚
生
年
金
保
険
（
厚
生
年
金
基
金
を
除
く
。
）

(ii)

２

１
に
規
定
す
る
法
令
に
は
、
一
方
の
締
約
国
と
第
三
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
社
会
保
障
に
関
す
る
協
定
そ
の
他
の
国
際

約
束
及
び
当
該
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
個
別
の
実
施
の
た
め
に
の
み
制
定
さ
れ
る
法
令
を
含
め
な
い
。

第
三
条

こ
の
協
定
が
適
用
さ
れ
る
者
の
範
囲

こ
の
協
定
は
、
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
適
用
を
受
け
て
お
り
、
又
は
受
け
た
こ
と
が
あ
る
全
て
の
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
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に
由
来
す
る
権
利
を
有
す
る
家
族
及
び
遺
族
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
四
条

待
遇
の
平
等

こ
の
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
前
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
通
常
居

住
す
る
も
の
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
適
用
に
際
し
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
国
民
と
同
等
の
待
遇
を
受
け
る
。
た

だ
し
、
こ
の
規
定
は
、
日
本
国
の
領
域
外
に
通
常
居
住
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
日
本
国
民
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
合
算
対
象
期

間
に
関
す
る
日
本
国
の
法
令
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
部

適
用
法
令
に
関
す
る
規
定

第
五
条

一
般
規
定

こ
の
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
で
被
用
者
と
し
て
就
労
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
そ
の
就
労
に
関
し
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
み
を
適
用
す
る
。

第
六
条

派
遣
さ
れ
る
者

１

一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
く
制
度
に
加
入
し
、
か
つ
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
雇
用
者

に
当
該
領
域
内
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
が
、
当
該
雇
用
者
の
た
め
に
役
務
を
提
供
す
る
た
め
、
そ
の
被
用
者
と
し
て
の
就
労
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の
一
環
と
し
て
当
該
雇
用
者
に
よ
り
他
方
の
締
約
国
の
領
域
に
派
遣
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
就
労
に
関
し
、
当
該
被
用
者

が
な
お
当
該
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
で
就
労
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
派
遣
の
最
初
の
五
年
間
は
当
該
一
方
の

締
約
国
の
法
令
の
み
を
適
用
す
る
。

２

１
に
規
定
す
る
派
遣
が
五
年
を
超
え
て
継
続
さ
れ
る
場
合
に
は
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
実
施
機
関
は
、
当

該
派
遣
に
係
る
被
用
者
に
対
し
、
１
に
規
定
す
る
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
み
を
引
き
続
き
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条

海
上
航
行
船
舶
又
は
航
空
機
に
お
い
て
就
労
す
る
被
用
者

１

一
方
の
締
約
国
の
旗
を
掲
げ
る
海
上
航
行
船
舶
に
お
い
て
被
用
者
と
し
て
就
労
し
、
か
つ
、
こ
の
協
定
が
な
い
と
し
た
な

ら
ば
両
締
約
国
の
法
令
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
み
を
適
用
す
る
。
こ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
者
が
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
通
常
居
住
す
る
場
合
に
は
、
当
該
者
に
つ
い
て
は
、
当
該

他
方
の
締
約
国
の
法
令
の
み
を
適
用
す
る
。

２

国
際
運
輸
に
従
事
す
る
航
空
機
に
お
い
て
被
用
者
と
し
て
就
労
し
、
か
つ
、
こ
の
協
定
が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
両
締
約
国

の
法
令
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
就
労
に
関
し
、
当
該
者
の
雇
用
者
の
所
在
す
る
締
約
国
の
法
令
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の
み
を
適
用
す
る
。

第
八
条

外
交
使
節
団
及
び
領
事
機
関
の
構
成
員
並
び
に
公
務
員

１

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
千
九
百
六
十
一
年
四
月
十
八
日
の
外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
又
は
千
九
百
六

十
三
年
四
月
二
十
四
日
の
領
事
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
規
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

２

一
方
の
締
約
国
の
公
務
員
又
は
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
お
い
て
公
務
員
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
者
が
他
方
の
締
約

国
の
領
域
内
で
就
労
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
で
就
労

し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
み
を
適
用
す
る
。

第
九
条

例
外

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
実
施
機
関
は
、
特
定
の
者
又
は
特
定
の
範
囲
の
者
の
利
益
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
特
定
の

者
又
は
特
定
の
範
囲
の
者
に
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
法
令
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で

の
規
定
の
例
外
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条

配
偶
者
及
び
子

日
本
国
の
領
域
内
で
就
労
す
る
者
で
あ
っ
て
、
第
六
条
、
第
八
条
２
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
中
華
人
民
共
和
国
の
法
令
の
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み
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
同
行
す
る
配
偶
者
又
は
子
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
関
す
る
日
本
国
の

法
令
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
第
二
条
１

に
規
定
す
る
日
本
国
の
年
金
制
度
に
関
す
る
日
本
国
の

(b)
(i)

法
令
の
適
用
を
免
除
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
配
偶
者
又
は
子
が
別
段
の
申
出
を
行
う
場
合
に
は
、
こ
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

第
十
一
条

強
制
加
入

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
八
条
２
及
び
前
条
の
規
定
は
、
各
締
約
国
の
法
令
に
お
け
る
強
制
加
入
に
つ
い
て
の
み
適
用

す
る
。

第
三
部

雑
則

第
十
二
条

実
施
の
た
め
の
協
力

１

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、

こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
規
定
す
る
行
政
上
の
取
決
め
を
共
同
し
て
作
成
す
る
。

(a)

こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
連
絡
機
関
を
指
定
す
る
。

(b)

自
国
の
法
令
の
変
更
（
こ
の
協
定
の
実
施
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
全
て
の
情
報
を
で
き
る
限
り

(c)
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速
や
か
に
相
互
に
通
報
す
る
。

２

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
及
び
実
施
機
関
は
、
書
面
に
よ
る
要
請
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
こ

の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
無
償
で
情
報
及
び
援
助
を
提
供
す
る
。

第
十
三
条

証
明
書
の
発
給

一
方
の
締
約
国
の
実
施
機
関
又
は
前
条
１

の
規
定
に
従
い
当
該
一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ

(b)

た
連
絡
機
関
は
、
申
請
に
基
づ
き
、
被
用
者
が
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
適
用
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
記
載
し
た
証
明
書

を
発
給
す
る
。

第
十
四
条

使
用
言
語
及
び
認
証

１

こ
の
協
定
の
実
施
に
際
し
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
及
び
実
施
機
関
は
、
相
互
に
、
又
は
関
係
者
に
対
し
て
、
日

本
語
、
中
国
語
又
は
英
語
に
よ
り
、
直
接
に
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

こ
の
協
定
の
実
施
に
際
し
、
一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
及
び
実
施
機
関
は
、
日
本
語
、
中
国
語
又
は
英
語
で
作

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
申
請
書
そ
の
他
の
文
書
の
受
理
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

こ
の
協
定
の
実
施
に
当
た
っ
て
提
出
す
べ
き
文
書
（
特
に
証
明
書
）
に
つ
い
て
は
、
認
証
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
手
続
を
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要
し
な
い
。

第
十
五
条

情
報
の
秘
密
性

１

一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
実
施
機
関
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
下
で
収
集
さ
れ
た
個
人
に
関
す

る
情
報
（
こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
律
及
び
規
則
に
従
っ
て
他
方

の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
実
施
機
関
に
伝
達
す
る
。

２

１
の
規
定
に
従
っ
て
一
方
の
締
約
国
に
よ
り
他
方
の
締
約
国
に
伝
達
さ
れ
る
個
人
に
関
す
る
情
報
は
、
当
該
他
方
の
締
約

国
の
法
律
及
び
規
則
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
協
定
を
実
施
す
る
目
的
の
た
め
に
の
み
使
用
す
る
。
当
該
他
方

の
締
約
国
が
受
領
す
る
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
の
秘
密
の
保
護
の
た
め
の
当
該
他
方
の
締
約
国
の
法
律
及

び
規
則
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。

第
十
六
条

紛
争
の
解
決

こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
は
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
間
又
は
関
係
当
局
間
の
協
議
に
よ
り
解
決

す
る
。

第
十
七
条

見
出
し
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こ
の
協
定
中
の
部
及
び
条
の
見
出
し
は
、
引
用
上
の
便
宜
の
た
め
に
の
み
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
協
定
の
解
釈
に

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
四
部

経
過
規
定
及
び
最
終
規
定

第
十
八
条

効
力
発
生
前
の
派
遣

第
六
条
１
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
前
か
ら
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
で
就
労
し
て
い
た
者

に
つ
い
て
は
、
同
条
１
に
規
定
す
る
派
遣
の
期
間
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
開
始
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
九
条

効
力
発
生

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
な
国
内
法
上
の
手
続
の
完
了
を
通
知
す
る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
す

る
。
こ
の
協
定
は
、
当
該
公
文
を
交
換
し
た
月
の
後
四
箇
月
目
の
月
の
初
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

第
二
十
条

有
効
期
間
及
び
終
了

こ
の
協
定
は
、
無
期
限
に
効
力
を
有
す
る
。
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
他
方
の
締
約
国
に
対
し
書
面

に
よ
り
こ
の
協
定
の
終
了
の
通
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
協
定
は
、
終
了
の
通
告
が
行
わ
れ
た
月
の

後
十
二
箇
月
目
の
月
の
末
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。
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以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
十
八
年
五
月
九
日
に
東
京
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
中
国
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。

解
釈
に
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
英
語
の
本
文
に
よ
る
。

日
本
国
政
府
の
た
め
に

河
野
太
郎

中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
た
め
に

王
毅


